
○
財
務
省
告
示
第
三
百
三
十
一
号

大
韓
民
国
産
及
び
中
華
人
民
共
和
国
産
の
炭
素
鋼
製
突
合
せ
溶
接
式
継
手
に
対
す
る
関
税
定
率
法
第
八
条
第
五
項
に

規
定
す
る
調
査
開
始
の
件
（
平
成
二
十
九
年
三
月
財
務
省
告
示
第
八
十
六
号
）
で
告
示
し
た
関
税
定
率
法
（
明
治
四
十

三
年
法
律
第
五
十
四
号
）
第
八
条
第
五
項
の
調
査
に
お
い
て
、
大
韓
民
国
及
び
中
華
人
民
共
和
国
（
香
港
地
域
及
び
マ

カ
オ
地
域
を
除
く
。
）
を
原
産
地
と
す
る
炭
素
鋼
製
突
合
せ
溶
接
式
継
手
に
つ
い
て
、
同
条
第
八
項
及
び
第
九
項
に
規

定
す
る
不
当
廉
売
さ
れ
た
貨
物
の
輸
入
の
事
実
及
び
当
該
輸
入
の
本
邦
の
産
業
に
与
え
る
実
質
的
な
損
害
等
の
事
実
を

推
定
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
決
定
が
さ
れ
た
の
で
、
不
当
廉
売
関
税
に
関
す
る
政
令
（
平
成
六
年
政
令
第
四
百
十
六
号

）
第
十
三
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
八
日

財
務
大
臣

麻
生

太
郎

一

調
査
の
対
象
と
な
る
貨
物
（
以
下
「
調
査
対
象
貨
物
」
と
い
う
。
）
の
品
名
、
銘
柄
、
型
式
及
び
特
徴

㈠

品
名

炭
素
鋼
製
突
合
せ
溶
接
式
継
手

㈡

銘
柄
及
び
型
式

商
品
の
名
称
及
び
分
類
に
つ
い
て
の
統
一
シ
ス
テ
ム
（
Ｈ
Ｓ
）
の
品
目
表
第
七
三
〇
七
・

九
三
号
に
分
類
さ
れ
る
突
合
せ
溶
接
式
継
手
の
う
ち
炭
素
鋼
製
の
も
の

㈢

特
徴

流
体
を
必
要
な
場
所
へ
運
ぶ
役
割
を
果
た
す
配
管
に
お
い
て
、
管
と
管
を
接
続
す
る
等
の
用
途
に
使

用
さ
れ
る
配
管
部
材
で
あ
り
、
工
場
や
プ
ラ
ン
ト
等
配
管
が
張
り
巡
ら
さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
場
所
で
用
い
ら
れ
る
。



二

調
査
対
象
貨
物
の
供
給
国
及
び
供
給
者

㈠

供
給
国

大
韓
民
国
（
以
下
「
韓
国
」
と
い
う
。
）
及
び
中
華
人
民
共
和
国
（
香
港
地
域
及
び
マ
カ
オ
地
域

を
除
く
。
以
下
「
中
国
」
と
い
う
。
）

㈡

供
給
者

イ

調
査
当
局
が
知
り
得
た
韓
国
の
供
給
者

（
イ
）

（
以
下
「
泰
光
」
と
い
う
。
）

T
K

C
orporation

（
ロ
）

（
以
下
「
聖
光
」
と
い
う
。
）

S
ungkw

ang
B

end
C

o.,
L

td.

（
ハ
）

（
以
下
「
三
光
」
と
い
う
。
）

S
B

C
B

end
C

o.,
L

td.

（
ニ
）

（
以
下
「
和
珍
」
と
い
う
。
）

H
W

A
JIN

P
F

C
o.,

L
td.

Y
O

U
N

G
IN

D
.C

o.,
L

td.

（
ホ
）

P
ipe

B
ank

C
o.,

L
td

（
ヘ
）

（
ト
）

（
以
下
「
河
星
」
と
い
う
。
）

H
A

SU
N

G
C

o.,
L

td.

（
チ
）

（
以
下
「
慶
南
」
と
い
う
。
）

K
Y

E
O

N
G

N
A

M
B

E
N

D
C

o.,
L

td.

P
IL

S
C

o.,
L

td

（
リ
）

D
G

B
E

N
D

（
ヌ
）

S
U

N
G

JIN
B

E
N

D

（
ル
）



N
A

M
S
U

N
G

S
A

N
U

P

（
ヲ
）

W
O

N
N

A
M

B
E

N
D

（
ワ
）

G
U

K
Y

O
N

G
SA

N
U

P
（
カ
）

Y
O

U
N

G
S
H

IN
B

E
N

D
（
ヨ
）

IL
S

U
N

G
B

E
N

D

（
タ
）

JO
N

G
H

W
A

B
E

N
D

（
レ
）

K
U

M
K

A
N

G
IN

D
U

S
T

R
IA

L
C

o.,
L

td.

（
ソ
）

S
H

K
C

o.,
L

td.

（
ツ
）

ロ

調
査
当
局
が
知
り
得
た
中
国
の
供
給
者

（
イ
）

営
口
遼
河
機
械
管
件
有
限
公
司
（

）

Y
ingkou

L
iaohe

M
achinery

&
Pipe

fittings
C

o.,
L

td.

（
ロ
）

営
口
市
北
方
管
件
有
限
公
司(

)
Y

ingkou
N

orth
P

ipe
F
ittings

C
o.,

L
td.

（
ハ
）

営
口
宝
唯
管
件
有
限
公
司(

)
B

N
V

P
iping

P
roducts

C
o.,

L
td.

（
ニ
）

河
北
圣
天
管
件
集･

有
限
公
司

(
)

H
ebei

S
hengtian

P
ipe-F

itting
G

roup
C

o.,
L

td.

（
ホ
）

河
北
渤
海
管
道･

･

集･

有
限
公
司

(
)

H
ebei

B
ohai

P
ipe

F
itting

G
roup

C
o.,

L
td.

A
P
C

O
P
IP

E
F
IT

T
IN

G
S

C
o.,L

td

（
ヘ
）

（
ト
）

江
阴
中
南
重
工
股
份
有
限
公
司
（

）

Jiangyin
Z

hongN
an

H
eavy

Industry
H

oldings
C

o.,
L

td



三

調
査
の
対
象
と
な
る
期
間

㈠

不
当
廉
売
さ
れ
た
調
査
対
象
貨
物
の
輸
入
の
事
実
に
関
す
る
事
項

平
成
二
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
二

十
八
年
九
月
三
十
日
ま
で
（
た
だ
し
、
不
当
廉
売
関
税
に
関
す
る
政
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第

三
項
に
規
定
す
る
特
定
貨
物
の
生
産
及
び
販
売
に
つ
い
て
市
場
経
済
の
条
件
が
浸
透
し
て
い
る
事
実
（
以
下
「

市
場
経
済
条
件
が
浸
透
し
て
い
る
事
実
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
生
産
者
の
会
社
設
立
の

時
か
ら
同
日
ま
で
）

㈡

不
当
廉
売
さ
れ
た
調
査
対
象
貨
物
の
輸
入
が
本
邦
の
産
業
に
与
え
る
実
質
的
な
損
害
等
の
事
実
に
関
す
る
事

項

平
成
二
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
九
月
三
十
日
ま
で

四

調
査
に
よ
り
判
明
し
た
事
実
及
び
こ
れ
に
よ
り
得
ら
れ
た
結
論

㈠

不
当
廉
売
さ
れ
た
貨
物
の
輸
入
の
事
実

不
当
廉
売
差
額
は
、
輸
出
国
に
お
け
る
消
費
に
向
け
ら
れ
る
調
査
対
象
貨
物
と
同
種
の
貨
物
の
通
常
の
商
取

引
に
お
け
る
価
格
又
は
調
査
対
象
貨
物
の
生
産
費
に
調
査
対
象
貨
物
の
原
産
国
で
生
産
さ
れ
た
調
査
対
象
貨
物

と
同
種
の
貨
物
に
係
る
通
常
の
利
潤
並
び
に
管
理
費
、
販
売
経
費
及
び
一
般
的
な
経
費
の
額
を
加
え
た
価
格
の

加
重
平
均

（
以
下
「
正
常
価
格
」
と
い
う
。
）
と
、
本
邦
へ
の
輸
出
の
た
め
に
販
売
さ
れ
た
調
査
対
象
貨
物

の
価
格
の
加
重
平
均
（
以
下
「
輸
出
価
格
」
と
い
う
。
）
と
の
差
額
と
し
、
不
当
廉
売
差
額
を
輸
出
価
格
で
除

し
て
不
当
廉
売
差
額
率
を
算
出
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
正
常
価
格
に
つ
い
て
は
、
市
場
経
済
条
件
が
浸



透
し
て
い
る
事
実
を
確
認
で
き
な
い
場
合
に
は
、
令
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
中
国
と
比
較
可
能
な

最
も
近
い
経
済
発
展
段
階
に
あ
る
国
（
以
下
「
代
替
国
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
消
費
に
向
け
ら
れ
る
調
査
対

象
貨
物
と
同
種
の
貨
物
の
通
常
の
商
取
引
に
お
け
る
価
格
、
代
替
国
か
ら
輸
出
さ
れ
る
当
該
同
種
の
貨
物
の
輸

出
の
た
め
の
販
売
価
格
又
は
代
替
国
に
お
け
る
当
該
同
種
の
貨
物
の
生
産
費
に
当
該
同
種
の
貨
物
に
係
る
通
常

の
利
潤
並
び
に
管
理
費
、
販
売
経
費
及
び
一
般
的
な
経
費
の
額
を
加
え
た
価
格
の
い
ず
れ
か
の
価
格
（
以
下
「

代
替
国
価
格
」
と
い
う
。
）
を
用
い
る
こ
と
と
し
た
。

イ

韓
国
を
原
産
地
と
す
る
不
当
廉
売
さ
れ
た
調
査
対
象
貨
物
の
輸
入
の
事
実

（
イ
）

供
給
者

調
査
当
局
が
知
り
得
た
韓
国
の
供
給
者
に
対
し
て
質
問
状
等
を
送
付
し
た
と
こ
ろ
、
泰
光
、
聖
光
、
三

光
、
和
珍
、
河
星
、
慶
南
及
び

か
ら
調
査
に
協
力
す
る
と
の
回
答
の
提
出
が
あ
っ
た
。
そ

S
H

K
C

o.,
L

td.

の
他
の
調
査
当
局
が
知
り
得
た
韓
国
の
供
給
者
か
ら
は
回
答
の
提
出
が
な
く
、
調
査
に
協
力
し
な
か
っ
た

と
認
め
ら
れ
た
。
な
お
、
聖
光
か
ら
は
和
珍
の
関
連
企
業
で
あ
る
旨
の
回
答
が
あ
り
、
和
珍
と
経
営
に
つ

い
て
の
共
通
性
等
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
不
当
廉
売
差
額
率
の
算
出
に
当
た
っ
て
同
一
の
事
業
体
と

み
な
す
こ
と
と
し
た
。

（
ロ
）

正
常
価
格

正
常
価
格
の
算
出
に
当
た
り
、
泰
光
に
つ
い
て
は
、
提
出
さ
れ
た
証
拠
等
及
び
現
地
調
査
の
結
果
を
踏



ま
え
、
質
問
状
等
に
対
す
る
回
答
を
正
常
価
格
の
算
出
に
用
い
る
こ
と
と
し
た
。
一
方
、
三
光
、
和
珍
、

河
星
、
慶
南
及
び

に
つ
い
て
は
、
妥
当
な
期
間
内
に
必
要
な
情
報
の
入
手
を
許
さ
ず
若
し

S
H

K
C

o.,
L

td.

く
は
こ
れ
を
提
供
せ
ず
又
は
調
査
を
著
し
く
妨
げ
た
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
知
る
こ
と
が
で
き
た
事

実
と
し
て
申
請
者
が
申
請
書
に
お
い
て
主
張
す
る
韓
国
に
お
け
る
調
査
対
象
貨
物
の
製
造
原
価
に
販
売
管

理
費
及
び
利
潤
を
加
え
た
価
格
を
用
い
る
こ
と
と
し
た
。

（
ハ
）

輸
出
価
格

輸
出
価
格
の
算
出
に
当
た
り
、
泰
光
に
つ
い
て
は
、
提
出
さ
れ
た
証
拠
等
及
び
現
地
調
査
の
結
果
を
踏

ま
え
、
質
問
状
等
に
対
す
る
回
答
等
を
輸
出
価
格
の
算
出
に
用
い
る
こ
と
と
し
た
。
一
方
、
三
光
、
和
珍
、

河
星
、
慶
南
及
び

に
つ
い
て
は
、
妥
当
な
期
間
内
に
必
要
な
情
報
の
入
手
を
許
さ
ず
若
し

S
H

K
C

o.,
L

td.

く
は
こ
れ
を
提
供
せ
ず
又
は
調
査
を
著
し
く
妨
げ
た
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
知
る
こ
と
が
で
き
た
事

実
と
し
て
申
請
者
が
申
請
書
に
お
い
て
主
張
す
る
輸
出
価
格
を
用
い
る
こ
と
と
し
た
。

（
ニ
）

不
当
廉
売
差
額
率

正
常
価
格
と
輸
出
価
格
と
の
比
較
に
よ
り
不
当
廉
売
差
額
率
を
算
出
し
た
結
果
、
泰
光
を
供
給
者
と
す

る
調
査
対
象
貨
物
の
不
当
廉
売
差
額
率
に
つ
い
て
は
四
十
三
・
五
一
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
三

光
、
和
珍
（
関
連
企
業
で
あ
る
聖
光
を
含
む
。
）
、
河
星
、
慶
南
、

、
調
査
当
局
が
知
り

S
H

K
C

o.,
L

td.

得
た
韓
国
の
供
給
者
の
う
ち
回
答
の
提
出
が
な
か
っ
た
者
及
び
調
査
当
局
が
知
り
得
な
か
っ
た
韓
国
の
者



を
供
給
者
と
す
る
調
査
対
象
貨
物
の
不
当
廉
売
差
額
率
に
つ
い
て
は
、
知
る
こ
と
が
で
き
た
事
実
に
基
づ

い
て
算
出
し
た
結
果
、
七
十
三
・
五
一
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
。

ロ

中
国
を
原
産
地
と
す
る
不
当
廉
売
さ
れ
た
調
査
対
象
貨
物
の
輸
入
の
事
実

（
イ
）

供
給
者

調
査
当
局
が
知
り
得
た
中
国
の
供
給
者
に
対
し
て
質
問
状
等
を
送
付
し
た
と
こ
ろ
、
回
答
の
提
出
が
な

か
っ
た
。

（
ロ
）

正
常
価
格

正
常
価
格
の
算
出
に
当
た
り
、
調
査
当
局
が
知
り
得
た
中
国
の
供
給
者
か
ら
質
問
状
等
の
回
答
が
な
く
、

市
場
経
済
条
件
が
浸
透
し
て
い
る
事
実
を
確
認
で
き
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
正
常
価
格
の
算
出
の
た
め
に

代
替
国
価
格
を
用
い
る
こ
と
と
し
た
。

（
ハ
）

輸
出
価
格

輸
出
価
格
の
算
出
に
当
た
り
、
調
査
当
局
が
知
り
得
た
中
国
の
供
給
者
か
ら
質
問
状
等
の
回
答
が
な
か

っ
た
こ
と
か
ら
、
知
る
こ
と
が
で
き
た
事
実
と
し
て
利
害
関
係
者
に
対
し
て
送
付
し
た
質
問
状
等
の
回
答

の
一
部
を
用
い
る
こ
と
と
し
た
。

（
ニ
）

不
当
廉
売
差
額
率

正
常
価
格
と
輸
出
価
格
と
の
比
較
に
よ
り
不
当
廉
売
差
額
率
を
算
出
し
た
結
果
、
調
査
当
局
が
知
り
得



た
中
国
の
供
給
者
の
う
ち
回
答
の
提
出
が
な
か
っ
た
者
及
び
調
査
当
局
が
知
り
得
な
か
っ
た
中
国
の
者
を

供
給
者
と
す
る
調
査
対
象
貨
物
の
不
当
廉
売
差
額
率
に
つ
い
て
は
六
十
・
八
四
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
。

ハ

結
論

以
上
か
ら
、
韓
国
及
び
中
国
を
原
産
地
と
す
る
不
当
廉
売
さ
れ
た
調
査
対
象
貨
物
の
輸
入
の
事
実
が
推
定

さ
れ
た
。

㈡

不
当
廉
売
さ
れ
た
調
査
対
象
貨
物
の
輸
入
の
本
邦
の
産
業
に
与
え
る
実
質
的
な
損
害
等
の
事
実

不
当
廉
売
さ
れ
た
調
査
対
象
貨
物
は
、
本
邦
の
市
場
で
の
販
売
量
を
増
加
さ
せ
た
。
ま
た
、
不
当
廉
売
さ
れ

た
調
査
対
象
貨
物
は
、
本
邦
に
お
い
て
生
産
さ
れ
た
同
種
の
貨
物
（
以
下
「
本
邦
産
同
種
の
貨
物
」
と
い
う
。

）
と
の
代
替
性
を
有
し
て
お
り
、
取
引
に
お
い
て
価
格
が
重
視
さ
れ
る
中
、
本
邦
産
同
種
の
貨
物
の
国
内
取
引

価
格
を
著
し
く
下
回
る
価
格
で
輸
入
さ
れ
た
。
本
邦
の
産
業
に
つ
い
て
は
、
不
当
廉
売
さ
れ
た
調
査
対
象
貨
物

の
輸
入
の
増
加
の
影
響
を
受
け
、
販
売
量
、
利
潤
そ
の
他
の
指
標
が
悪
化
し
た
。
以
上
か
ら
、
不
当
廉
売
さ
れ

た
調
査
対
象
貨
物
の
輸
入
が
本
邦
の
産
業
に
対
し
、
実
質
的
な
損
害
を
与
え
た
と
推
定
さ
れ
た
。

五

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

㈠

調
査
に
よ
り
判
明
し
た
事
実
に
係
る
令
第
十
条
第
二
項
若
し
く
は
第
十
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
証
拠

の
提
出
又
は
令
第
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
表
明
に
つ
い
て
の
そ
れ
ぞ
れ
の
期
限

イ

証
拠
の
提
出
に
つ
い
て
の
期
限

平
成
二
十
九
年
十
二
月
二
十
八
日



ロ

意
見
の
表
明
に
つ
い
て
の
期
限

平
成
二
十
九
年
十
二
月
二
十
八
日

㈡

証
拠
の
提
出
又
は
意
見
の
表
明
の
宛
先

東
京
都
千
代
田
区
霞
が
関
三
丁
目
一
番
一
号

財
務
省
関
税
局
関

税
課
特
殊
関
税
調
査
室

㈢

本
調
査
は
日
本
語
で
実
施
す
る
こ
と
か
ら
、
証
拠
の
提
出
又
は
意
見
の
表
明
は
日
本
語
の
書
面
に
よ
り
行
う

も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
に
添
付
す
る
資
料
の
原
文
が
日
本
語
以
外
の
言
語
に
よ
る
も
の
で
あ
る
場
合

は
、
当
該
原
文
に
加
え
日
本
語
の
翻
訳
文
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

㈣

不
当
廉
売
さ
れ
た
貨
物
の
輸
入
の
事
実
及
び
当
該
輸
入
の
本
邦
の
産
業
に
与
え
る
実
質
的
な
損
害
等
の
事
実

を
推
定
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
決
定
の
基
礎
と
な
っ
た
事
実
の
詳
細
を
記
載
し
た
報
告
書
は
、
財
務
省
及
び
経

済
産
業
省
並
び
に
当
該
各
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


